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〇
経
済
産
業
省
令
第
三
十
二
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
十
六
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
二
日

経
済
産
業
大
臣

齋
藤

健

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前
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（
販
売
の
方
法
の
基
準
）

（
販
売
の
方
法
の
基
準
）

第
十
六
条

法
第
十
六
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

第
十
六
条

法
第
十
六
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
販
売
の
方
法
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

め
る
販
売
の
方
法
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
～
十
四

［
略
］

一
～
十
四

［
略
］

十
五

第
十
三
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
質
量
に

十
五

［
略
］

よ
り
販
売
し
た
液
化
石
油
ガ
ス
で
あ
っ
て
消
費
さ
れ

な
い
も
の
は
、
一
般
消
費
者
等
の
不
在
そ
の
他
や
む

を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
一
般
消
費
者
等

の
立
会
い
の
下
に
質
量
に
よ
り
計
り
、
そ
の
質
量
に

応
じ
た
適
正
な
価
格
で
引
き
取
る
こ
と
。

十
五
の
二

液
化
石
油
ガ
ス
の
販
売
契
約
を
締
結
し
よ

［
新
設
］
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う
と
す
る
一
般
消
費
者
等
と
消
費
設
備
が
設
置
さ
れ

た
又
は
設
置
さ
れ
る
施
設
又
は
建
築
物
の
所
有
者
と

が
異
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
般
消
費
者
等
と

当
該
施
設
又
は
建
築
物
の
所
有
者
等
と
の
間
で
賃
貸

借
契
約
が
締
結
さ
れ
る
前
に
、
当
該
一
般
消
費
者
等

に
対
し
、
直
接
液
化
石
油
ガ
ス
の
供
給
に
係
る
料
金

表
等
を
提
示
し
、
又
は
当
該
施
設
又
は
建
築
物
の
所

有
者
等
を
通
じ
て
当
該
料
金
表
等
を
提
示
す
る
よ
う

努
め
る
こ
と
。

十
五
の
三

液
化
石
油
ガ
ス
の
販
売
契
約
を
締
結
し
よ

［
新
設
］

う
と
す
る
一
般
消
費
者
等
と
消
費
設
備
が
設
置
さ
れ

た
又
は
設
置
さ
れ
る
施
設
又
は
建
築
物
の
所
有
者
と

が
異
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
般
消
費
者
等
と
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液
化
石
油
ガ
ス
の
販
売
契
約
を
自
己
と
締
結
さ
せ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
該
施
設
又
は
建
築
物
の
所

有
者
等
に
対
し
、
正
常
な
商
慣
習
を
超
え
た
利
益
を

供
与
し
な
い
こ
と
。

十
五
の
四

液
化
石
油
ガ
ス
の
販
売
契
約
を
締
結
し
よ

［
新
設
］

う
と
す
る
一
般
消
費
者
等
と
消
費
設
備
が
設
置
さ
れ

た
又
は
設
置
さ
れ
る
施
設
又
は
建
築
物
の
所
有
者
と

が
同
一
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
般
消
費
者

等
と
液
化
石
油
ガ
ス
の
販
売
契
約
を
自
己
と
締
結
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
該
一
般
消
費
者
等
に

対
し
、
正
常
な
商
慣
習
を
超
え
た
利
益
を
供
与
し
な

い
こ
と
。

十
五
の
五

液
化
石
油
ガ
ス
の
販
売
契
約
を
締
結
し
よ

［
新
設
］
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う
と
す
る
一
般
消
費
者
等
と
消
費
設
備
が
設
置
さ
れ

た
又
は
設
置
さ
れ
る
施
設
又
は
建
築
物
の
所
有
者
と

が
異
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
又
は
建
築
物

の
所
有
者
等
と
の
間
で
、
当
該
施
設
又
は
建
築
物
の

入
居
者
で
あ
る
一
般
消
費
者
等
が
液
化
石
油
ガ
ス
販

売
事
業
者
を
変
更
す
る
こ
と
を
制
限
す
る
よ
う
な
条

件
を
付
し
た
貸
与
契
約
等
を
締
結
し
な
い
こ
と
。

十
五
の
六

液
化
石
油
ガ
ス
の
販
売
契
約
を
締
結
し
よ

［
新
設
］

う
と
す
る
一
般
消
費
者
等
と
消
費
設
備
が
設
置
さ
れ

た
又
は
設
置
さ
れ
る
施
設
又
は
建
築
物
の
所
有
者
と

が
同
一
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
般
消
費
者

等
と
の
間
で
、
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
を
変
更

す
る
こ
と
を
制
限
す
る
よ
う
な
条
件
を
付
し
た
液
化



- 6 -

石
油
ガ
ス
の
販
売
契
約
等
を
締
結
し
な
い
こ
と
。

十
五
の
七

一
般
消
費
者
等
に
対
し
て
液
化
石
油
ガ
ス

十
五
の
二

一
般
消
費
者
等
に
対
し
て
液
化
石
油
ガ
ス

の
供
給
に
係
る
料
金
そ
の
他
の
一
般
消
費
者
等
の
負

の
供
給
に
係
る
料
金
そ
の
他
の
一
般
消
費
者
等
の
負

担
と
な
る
費
用
を
請
求
す
る
と
き
は
、
当
該
費
用
を

担
と
な
る
も
の
を
請
求
す
る
と
き
は
、
そ
の
料
金
そ

当
該
一
般
消
費
者
等
が
消
費
し
た
液
化
石
油
ガ
ス
の

の
他
の
一
般
消
費
者
等
の
負
担
と
な
る
も
の
の
算
定

量
に
か
か
わ
ら
ず
生
ず
る
費
用
及
び
当
該
量
に
応
じ

根
拠
を
通
知
す
る
こ
と
。

て
生
ず
る
費
用
並
び
に
消
費
設
備
の
貸
与
等
に
係
る

費
用
に
整
理
し
、
そ
の
料
金
そ
の
他
の
一
般
消
費
者

等
の
負
担
と
な
る
費
用
の
算
定
根
拠
を
通
知
す
る
こ

と
。

十
五
の
八

一
般
消
費
者
等
に
対
し
、
消
費
設
備
に
係

［
新
設
］

る
配
管
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
設
置
等
に
係

る
費
用
以
外
の
費
用
を
消
費
設
備
の
貸
与
等
に
係
る
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費
用
と
し
て
請
求
し
な
い
こ
と
。

十
五
の
九

液
化
石
油
ガ
ス
の
販
売
契
約
を
締
結
し
て

［
新
設
］

い
る
一
般
消
費
者
等
と
消
費
設
備
が
設
置
さ
れ
た
施

設
又
は
建
築
物
の
所
有
者
と
が
異
な
る
場
合
に
お
い

て
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
販
売
契
約
を
締
結
し
て
い
る

一
般
消
費
者
等
に
対
し
液
化
石
油
ガ
ス
の
供
給
に
係

る
料
金
を
請
求
す
る
と
き
は
、
当
該
施
設
又
は
建
築

物
の
所
有
者
が
本
来
負
担
す
べ
き
消
費
設
備
の
貸
与

等
に
係
る
費
用
を
請
求
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
液

化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
と
当
該
一
般
消
費
者
等
と

の
間
で
消
費
設
備
の
貸
与
等
に
係
る
費
用
の
負
担
方

法
に
つ
い
て
合
意
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
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十
五
の
十

新
た
に
一
般
消
費
者
等
に
対
し
液
化
石
油

十
五
の
三

［
略
］

ガ
ス
を
供
給
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
般
消
費

者
等
に
液
化
石
油
ガ
ス
を
供
給
す
る
他
の
液
化
石
油

ガ
ス
販
売
事
業
者
の
所
有
す
る
供
給
設
備
が
既
に
設

置
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
一
般
消
費
者
等
か
ら
当
該

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
に
対
し
て
液
化
石
油
ガ

ス
販
売
契
約
の
解
除
の
申
し
出
が
あ
っ
て
か
ら
相
当

期
間
が
経
過
す
る
ま
で
は
、
当
該
供
給
設
備
を
撤
去

し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
供
給
設
備
を
撤
去
す

る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者

の
同
意
を
得
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
六
～
二
十
三

［
略
］

十
六
～
二
十
三

［
略
］
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備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安

の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
六
条
第
十
五
号
の
七
か
ら
第
十
五
号
の
九
ま
で
の
改
正
規
定
は

、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
六
条
第
十
五
号
の
八
及
び
第
十
五
号
の
九
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前

に
締
結
さ
れ
た
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
契
約
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
条

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
を
踏
ま
え
、
必
要
な
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
契
約
の
更
新
を
速
や
か
に
行
う
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。


